
市長定例記者会見資料 

  平成２９年５月１日  

部 課 名 建設部 住宅課 電 話 ２２－８３３４ 

課   長 重岡 伸明 担 当 者 川井 修 

１．件  名 

  木造住宅に対する、無料耐震診断及び耐震改修補助の受付開始について 

 

２．目的及び内容の変更箇所 

  地震による住宅の被害を最小限に抑え、市民の生命及び財産を守ることを目的に 

住宅の耐震診断を希望される方に、無料で耐震診断員による調査を実施し、また、 

耐震改修を実施される方に、その費用の一部を補助します。 

平成１９年度より実施してきた事業ですが、昨年の熊本地震を受け、本年度よ昨年の熊本地震を受け、本年度よ昨年の熊本地震を受け、本年度よ昨年の熊本地震を受け、本年度よ    

り、耐震改修の補助限度額を３０万円から６０万円に倍増してり、耐震改修の補助限度額を３０万円から６０万円に倍増してり、耐震改修の補助限度額を３０万円から６０万円に倍増してり、耐震改修の補助限度額を３０万円から６０万円に倍増してより一層の耐震化を 

図ります。 

 

３．日  時 

  平成２９年５月９日（火）から平成２９年１２月８日（金）まで 

 

４．問 合 せ 先 

  建設部 住宅課 住宅企画担当 

   （詳細については、５月１日号市広報、又は、市ホームページに掲載中です） 

 

６．内  容 

  昭和５６年５月以前に着工された、既存木造住宅に対し、山口県建築士会所属 

の耐震診断員を派遣し、無料耐震診断を実施することにより、耐震性の確認を行う 

とともに、耐震性の無い、住宅に対して耐震補強計画提案書を提示します。 

また、耐震改修工事に対する補助事業においては、耐震改修に要した費用の一部 

 として、最高６０万円の補助を行います。 

 

７．受 付 件 数 

  木造住宅無料診断 ２５件 

  木造住宅改修補助  ５件 （耐震改修に要した費用の 2/3 以内で最高 60 万円まで） 

 

 

 


